
 

 

 

  

   

 

標記の件につきまして、愛媛県より県社会福祉協議会及び県ホームページにて

受講者募集を開始する旨の通知がありましたので、お知らせいたします。 

 

 

別添開催要項のとおり、認知症対応型共同生活介護事業所を短期利用させる

ための要件を満たすために受講する場合の申込みについてのみ、提出先は、

今治市 高齢介護課となりますので、期日厳守でご提出してください。その他

の場合は、愛媛県社会福祉協議会・福祉振興部長寿推進課へ提出してください。 

 

 

１. 提出先          今治市 高齢介護課 

         （※短期利用の要件を満たす場合のみ） 

 

２. 提出期限        令和元年 7月 18日（木）必着 

 

 

３. 注意事項        上記以外の場合は、愛媛県社会福祉協議会・ 

福祉振興部長寿推進課に直接お申込みください。 

  

 

 [認知症介護実践研修（実践リーダー研修）掲載先] 

〇 掲載先（愛媛県 長寿介護課ホームページ） 

http://www.pref.ehime.jp/h20400/kensyu/nintisyoukaigo/2018index.html 

 

〇 愛媛県社会福祉協議会ホームページ（研修実施主体） 

http://www.ehime-shakyo.or.jp/ 

 

令和元年度 愛媛県認知症介護実践リーダー研修 

の受講者募集について 
 

http://www.pref.ehime.jp/h20400/kensyu/nintisyoukaigo/2018index.html
http://www.ehime-shakyo.or.jp/

